
横浜市少年野球連盟学童部コロナウイルス感染症対策 

大会運用ガイドライン 

 

２０２１年度、横浜市少年野球連盟学童部が開催する大会の運用にあたり、コロナウイルス感染

症対策を実施致します。 

大会運営に係る役員・審判、出場チームの選手、指導者、すべての関係者に大会に臨みお願いす

ることになります。 

 

１． ガイドラインの基本骨子 

この大会運用ガイドラインは、コロナウイルス感染症対策として神奈川県、横浜市及び各選

手が通う小学校による判断に従うことを前提としております。 

・選手が通学する小学校が学校閉鎖、学級閉鎖の際には、学校閉鎖の場合には通学する選手

全員がチーム練習及び大会参加を見合わせること、学級閉鎖の場合にはその学級に所属

する選手が同様に見合わせることとします。 

当該選手を除いた人数で大会に参加して頂くこととします。 

  ・チームから感染者、濃厚接触者が出た場合も、該当しない指導者、選手で大会参加が可能

であれば認めることとします。 

  ・感染者、濃厚接触者については、保健所、小学校の判断に従うこととし、感染者、濃厚接 

触者の復帰にあたっては、通学、通勤が可能となった日からチームの合流を許可すること 

とします。 

  ・横浜市少年野球連盟学童部では、感染予防として検温で「３７．１度」以上の場合には、 

   来場を許可しません。 

  ・検温は、参加者全員が試合の前日就寝時、当日起床時、当日のチーム集合時の三回お願い 

   しています。 

 

２．チームにお願いすること 

・各チームは、毎試合、会場に到着次第、本部受付に当日分の「健康チェックシート」を提

出すること。 

  平熱の高い参加者は、必ず監督が把握して報告をお願いします。  

・チームは「健康チェックシート」を提出するまでは、会場の外で待機することとする。  

・チームは、大会登録した選手、指導者、給水係、送迎車運転手だけの参加とし、それ以外

の応援を認めない。（選手の弟妹の参加も認めません。） 

 無観客試合を徹底致します。 

 



・チームは、大会会場のトイレ、洗面所、水飲み場を使用、会場のドア、トビラに接触した

際には、手指の消毒をすることを徹底して下さい。 

 選手には、指導者が必ず周知させて下さい。 

・会場での食事は、原則として許可しません。 

  仕方なく昼食をとる場合には、各人の距離を取ること、おしゃべりをしないこと、また、

周りから離れた場所を選んで下さい。会場が狭い場合は車中での昼食として下さい。 

・会場でのチームの荷物置き場については、場所を本部が指示します。 

・会場到着時間については、早すぎる場合は車内待機または会場から離れた場所で待機し

て調整して下さい。 

・試合終了後は、速やかに退出して下さい。 

 

３． 派遣審判に関して 

・体調管理に気配りし、体調不良の場合は、前日までに伊藤審判部長に報告のこと。 

・派遣審判員が急遽欠席の場合は、代理は立てないこと。 

・参加の前日就寝時、当日起床時の検温をお願いします。→当日本部へ報告のこと。 

・検温時の体温が「３７．１度」以上の場合は、参加を認めません。必ず電話にて報告して 

下さい。この場合も代理は必要ありません。 

  ・当日会場到着時の検温で「３７．１度」以上の場合には、即退出して頂きます。 

  ・審判員の急な欠席のために、多めの配置をするように対応しています。 

 

４． 監督主将会議に関して 

・当分の間、各区常任理事による代理抽選を実施致します。 

 

５． 常任理事会（常任理事）に関して 

・会議開催時、大会参加時は、前日就寝時、当日起床時の検温を実施すること。 

   検温の結果が、「３７．１度」以上の場合は、常任理事会及び大会への欠席をお願いしま

す。 

  ・会議会場到着時も検温を実施します。 

   「３７．１度」以上の場合には、即退出をお願いします。 

  ・また、体調不良の場合にも欠席をお願いします。 

  ・欠席の場合には、理事または代理の出席を認めます。 

   この際にも、同様の検温を実施願います。 

 

６． 執行委員会（執行役員）に関して 

・毎日の検温を実施すること。（起床時、就寝時） 

・体調管理のため、毎日の体調、検温結果を記録しておくこと。 



・会議、大会に参加の際には、前日就寝時、当日起床時、会場到着時の検温を実施し、 

 「３７．１度」以上の場合は、自宅待機または会場から退出すること。 

 

７． その他 

・チームから感染者、濃厚接触者が発生した場合は、大会日程に余裕のある場合には、その

都度事情を考慮し、日程変更も検討すること。 

・執行役員、常任理事、理事に感染者、濃厚接触者が発生した場合には、速やかに事務局へ 

報告し、指示に従うこと。 

  ・大会に関係する役員、審判に感染者、濃厚接触者が発生した場合には、理事長判断で大会 

の延期・順延・中止を検討することとする。 

 

 

 

 

 

２０２１年３月１３日 

横浜市少年野球連盟学童部 

理事長  宮 森 和 之 


